
中世後期 アミアンにおける契約登記簿の誕生
一 都 市 自治 体 に よる非 訟裁 治権 〈juridictiongracieuse>の 行 使 を軸 と して

山 田 雅 彦

は じ め に

北 フランスのア ミアンAmiens市 では,民 間で行 われる私的契約を公に確認 してそれを一

冊の帳簿に登記す る仕組みが15世 紀半ばに成立 した。本稿 はそのプロセス を可能 な限 り跡づ

けることを目的 とす る。

そ もそ も都市 自治体が民間の契約 に口を挟 む理由は何であろう。その ような 「民事行政」

を行 う根拠 はどこにあるだろう。例 えば,土 地家屋の取引,定 期金の設定,贈 与,相 続,結

婚契約,法 的行為の委任(付 託)等,こ れらはすべて本来民間人同士で交 わされる契約であ

る。 ところが,そ れ らの契約は常に順調に履行 されるとは限 らない。プライベー トとはいえ

明 らかな係争 に発展する可能性 はどのケースにも内在す る。最近のクロース トルの研究によ

れば,債 務契約が破綻 し,紛 争へ と発展 して最後は裁判沙汰 となる流れは,少 な くとも中世

後期 のパ リParisで はおよそ予定通 りの コースであった らしい1>。

近代以前の社会で も,民 法や商法 として後に体系づけ られてい くような規範の多 くは,早

期 より公法 として定められている。た とえ最初は単純 な私 的な取決めであろ うとも,公 的な

裁判の場にその解決 を委ねざるをえな くなるケース も予期 されたことで,そ こか ら権利侵害

を未然 に防 ぐ手段が さまざまに考案 されていた といえる2)。実際 この種 の私的契約 を公的な

機構 が書状 をもって確認 し公示するという行為は,早 い時代か ら契約当事者の求めによって

行 われていた。12世 紀には,伝 統 的な権威 にして文書作成のノウハ ウに通 じていた教会 ・修

道 院が もっぱ らこの業務 に関わっていた3)が,都 市 もまた一定の裁判権 を伴 う自治権の獲得

とともに,こ の権利 を次第に行使す るようになっていった といわれる。ちなみに,こ の種の

1)Claustre,J.,Z)anslesg6616duroi.五 「emPrisonnementPourdettedParisdlafindumoyen

dige,Paris,2007;ま た 同氏 編 の論 集 で は他都 市 のケ ー ス に つ い て も同様 の見 解 が 主 張 され て い る。

Id.(dir.),Ladette6μ8勉9ε:7'uridictiongracieuseet7'uridictioncontentieusedeXIUeauXVe

s彦c1召,Paris,2006.

2)例 え ば最 近 刊 行 され た,苑 田亜 矢 「法 の様 々 な 区分 に つ い て の論 考(翻 訳 と解 説)一 中世 教

会 法 学 の ア ング ロ ・サ クソ ン学 派 に よる一 作 品一 」 『熊 本 法 学 』121号,2010年11月,83-107頁 は,

12世 紀 後 半 の教 会 法 学 者 に よる法 の 分類 を翻 訳 し紹 介 した もの で あ るが,そ こ に見 られ る 「教

会 法 上 の金 銭 的事 件 」 「教 会法 上 の霊 的 事 件 」 「世 俗 法 上 の 民 事 的 事 件 」 の3つ の グル ー プ は,

12-13世 紀 に は多 くの教 会 で そ の非 訟 裁 治 権 に属 す 案 件 で あ っ た。 一例 で は あ るが,教 会 法 は こ

の よ う に明 白 に この 問 題 を射程 に入 れ て い た。

3)パ リ を例 に挙 げ る と,岡 崎敦 「パ リ司教 と教会 訴 訟 外 事 項 裁 治 権(12世 紀)」 『七 隈 史 学』4号,

2003年3月,1-17頁 。 同 「教 会 訴 訟外 裁 治 権 の 形成(12世 紀)一 パ リ司教 文 書 の 分 析 一 」 『史淵 』

147号,2010年3月,141-171頁 。
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民間の契約 を公証す る権限 を,法 曹界 では通常 の 「訴訟案件裁治権」一 フラ ンス語 で は

〈juridictioncontencieuse>一 と区別 して,「 非訟案件裁治権」(略 して 「非訟裁治権」一 同

じくフランス語では 〈juridictiongracieuse>,あ るい は 〈juridictionvolontaire>一 と呼ぶ4)。

以下の考察で も,こ の民事行政権 限の行使 に関 して はこの用語法を使用する。

他方で,こ の権限の行使 は、書状の作成 を伴 う以上,文 書行政の進展 とある程度結 びつい

ていた ことになる。告示証書 の作成 に関わって,都 市の文書管理全体が同時に進展 したので

はないか と問題提起することが許 され よう。むろん,両 者の関係は完全 に対 になる関係 とは

いえないが,文 書行政の整備が 日常的な生活へ の配慮か ら進んだとすれば,そ こに我々は西

欧的政治文化の一つの特徴 を見 ることがで きる。

以下では,ア ミアン市 に対象 を限定 して考察 を進 めてい く。アミア ンを事例 に取 り上げる

のは二つの理 由がある。一つは,19世 紀 よりまとまった史料整理 とその刊行が進んでお り,

未刊行 の もの と併せて14-15世 紀の都市文書館史料 が充実 しているか らである5)。他一つは,

4)北 フ ラ ン ス に お け る 中 世 都 市 と非 訟 裁 治 権 の 特 異 な 事 例,あ る い は 全 般 的 傾 向 に つ い て は,

拙 稿 「中 世 北 フ ラ ン ス ・ネ ー デ ル ラ ン ドに お け る 都 市 当 局 に よ る 私 法 行 為 に 関 わ る 文 書 業 務 の

拡 大 と そ の 歴 史 的 意 義 」 神 宝 秀 夫 編 『西 欧 中 ・近 世 に お け る 国 家 の 統 治 構 造 と機 能 』(平 成15年

度 ～ 平 成17年 度 科 学 研 究 費 補 助 金(基 盤 研 究B2)研 究 成 果 報 告 書)九 州 大 学,2006年3月,

44-53頁 。 拙 稿 「中世 都 市 の 文 書 管 理 一 北 フ ラ ン ス ・ネ ー デ ル ラ ン ドの 諸 事 例 に 見 る 一 」 岡 崎 敦

編 『西 欧 中 世 文 書 の 史 料 論 的 研 究 』(平 成20年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 研 究(基 盤 研 究B)平 成20年

度 研 究 成 果 年 次 報 告 書)九 州 大 学,2009年3月,25-39頁 。

5)ま ず,テ ィエ リ ー一一as一纂 の ア ミ ア ン史 の 重 要 な 史 料 集 が あ る 。Thierry,A.,Recaeildesmonu-

mentsガ 舵 漉 欧sdel'histoireduTiersEtats.Premie'res4漉:Chartes,coutumes,actesmunici-

PaUX,statutsdescorPorations4加 孟∫et痂 舵7SdesvillesetcommunesdeFrance.R⑫0%du

Nord,t.1,LespiCtesrelativesdl'histoiredelavilled'Amiens,dePuisZ伽1057勿sσ%伽XVe

∫ゴ26」6,Paris,1850;lbid.,t.2.,Lespie"cesrelativesdl'histoiredelavilled'4miens,dePuisleXVe

sガ∂oZ6勿 ∫卿 加XVIIe∫ ガ2c16,Paris,1853.2巻 か ら な る こ の 史 料 集 は,ア ミ ア ン市 文 書 館 と ソ ン

ム 県 文 書 館 を 中 心 に,従 来 未 刊 行 で あ っ た 多 く の 文 書 を収 集 選 別 し て 刊 本 し,文 書 学 的 分 析 も

あ る 程 度 行 っ て い る 。 た だ し,そ れ は パ リ 発 の 高 等 法 院 関 連 の 史 料 収 集 ・転 載 の 面 で い く ぶ ん

不 十 分 と さ れ て い た が,こ ち ら は20世 紀 の 初 め に モ ー ジ ス に よ っ て 補 充 さ れ た 。Maugis,Ed.,

Documentsガ 勿 疏sconcernantlavilleetle∫ ガ29θdubaillaged'Amiens,Extraitdesregistresdu

pαrlementdeParisθ'伽'74so7ゴ6schartes,t.1,XfVesガ6cZ6(1296-1412?,Amiens/Paris,2voL,

1905-1914.こ こ に は テ ィ エ リ ー 史 料 集 と重 複 を で き る だ け 避 け な が ら,ア ミ ア ン の 他 の 史 料 が

パ リ の 国 王 文 書 や 高 等 法 院 判 例 か ら の 収 集 分 も含 め て 刊 行 さ れ て い る 。 ま た,モ ー ジ ス は 史 料

編 纂 と 並 行 して,都 市 制 度 と社 会 経 済 生 活 に 関 す る 諸 規 定 の 変 化 に 関 す る 学 位 請 求 論 文 を ま と

め 刊 行 し た 。Maugis,Ed.,Recherchessurlestransformationsdure'gimepolitiqueetsocialdela

villed'Amiens,desoriginesdelacommunedlafinduXVIes宛01θ,Paris,1906.こ ち ら は ア ミ ァ

ン 市 文 書 館 に伝 来 す る 都 市 文 書 帳registre-cartulaireと 都 市 評 議 会 議 事 録(参 審 人 会 議 録)d6-

liberationsを 主 要 に使 用 し て 執 筆 さ れ た(そ れ ぞ れ の 記 録 の 性 格 に つ い て は,後 述 第3章 を 参

照)。 ま た,ほ ぼ 同 じ 時 期 に,ア ミ ア ン市 の 通 史 と し てCalonne,A.de,Histoiredelavilled'

Amiens,Amiens,3vols.,1899-1906の ア ミ ア ン通 史3巻 が 出 版 さ れ た 。 う ち 第1巻 が 中 世 史 関 係

で あ る 。 な お,こ う し た 歴 史 研 究 の さ ら な る 前 提 と し て,ア ミ ア ン 市 文 書 館 で は1880年 代 以 降

古 文 書 の 近 代 的 な 整 理 が 進 め られ て,古 文 書 学 者G,デ ュ ラ ン に よ っ て 次 々 と文 書 館 目録 が 刊 行

さ れ て い っ た 。1910年 代 以 降 ま で 続 くこ の 作 業 は,後 半 部 のserieは 手 書 き の ま ま の 文 書 館 設 置

の み に よ る 目録 と な っ て い る が,AAか らHHま で は す べ て 出 版 物 と し て 目録 化 さ れ て い る

(Durand,G.,lnventairesommairedesArchivescommunαlesante'rieursd1790,t.1,S伽6AA,

Amiens,1891な ど で,以 後1910年 代 に か け てSerie単 位 でBBか らHHま で 刊 行)。 ま た 最 近 の

概 説 書 に,Hubscher,R.(dir.),Histoired'4miens,Toulouse,1986が あ る 。
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ア ミアン市当局 をめぐる政治環境 の複雑 さによる。ア ミア ンを含むソンムSomme川 流域地

域では一円的 ・集権的な公権力の台頭が持続 しなかったため,複 数の領主権が群雄割拠 した

状況の まま12世 紀を迎 えた。その影響は都市内部 にも及び,12世 紀初 めに都市共同体の 自治

権限が証書 により認められた後 も,複 数の領主権が市内に並存 し続 ける こととなった。 さら

に自治獲得の際にそれを援助する,見 方を変 えれば都市へ と介入 してきた国王権力の存在 も

また,そ の後のア ミアンにとって きわめて大 きい存在 となってい くであろう6)。こうした環境

は都市執政機関にたえず必要以上 の緊張を強いたであろ うが,そ れだけ政治動勢に敏感 な感

覚 を執政者 たちに植 えつけたとも言 える。 アミアン市の 自治はそれだけ厳 しい環境のなかで

成長 していった と見なくてはならない。住民に対す る公証業務の展開はこの点で都市当局 に

とって どの程度の位置 を占めたのか,こ れを考察するのにアミアン市のケースは興味深い一

例 となる。

以下ではまず,12世 紀 のア ミアン市 自治体機 関の活動,そ して次 に,13世 紀以降の王権 に

よる都市 を舞台 とする非訟裁治権活動 を考察する。その上で,14世 紀の初めから開始された

同市 自治体執政機関による文書管理業務へ と考察対象を変 えつつ,最 後は 「非訟裁治権」の

体系的管理の帰結 としての,契 約登記簿registreauxcontratsの 誕生(15世 紀半ば)に 焦点

を当てていきたい。

1.都 市 自治 と非訟裁治権業務の開始

(1)都 市 自治体 による文書発給

ア ミアン市の住民共同体 は,1113年 に外来 の伯権力 の横暴に対抗 して立 ち上が り,「 コ

ミューン」communeを 結成 した とされる。その後 しばらく,司 教が一時逃亡 を余儀 な くし

た り,外 来 の伯 の圧政が続 くな どす るが,ア ミア ン司教 の要請で フラ ンス国王 ルイ6世

LouisVIleGrosが 事件 に介入 したことで事態は収 まり,コ ミュー ンも自治体 として承認 さ

れた と考え られている7)。むろん,以 後 もヴェルマン ドワ伯comtedeVermandois,フ ラン

6)Hubscher,ol).cit.,PP.55-59.

7)コ ミ ュ ー ン 結 成 と そ の 前 後 の 事 件 の 経 緯 に 関 し て は 種 々 の 史 料 が 伝 来 し て い る が,当 時 の コ

ミ ュ ー ン 文 書 オ リ ジ ナ ル 自体 は 伝 来 して い な い 。 ま た,王 権 と コ ミ ュ ー ン の 直 接 の 関 係 を 示 唆

す る 文 言 も,修 道 士 に し て 物 書 き で あ っ た ギ ベ ー ル ・ ド ・ノ ジ ャ ン の 「ア ミ ア ン市 民 が 国 王 を

金 銭 で つ っ て コ ミ ュ ー ン を結 成 し た 」 〈Ambiani,regeillectopecuniis,fecerecommuniam_〉 と

の 記 述(GuibertdeNogent,∠)evitasua,6d.E.-R.Labande,Paris,1981,p.400)の み な の で あ る 。

そ こ か ら 研 究 者 に よ っ て コ ミ ュ ー ン 文 書 自体 の 発 給 年 の と ら え 方 が 変 わ る こ と に な る が,1992

年 に ル イ6世 文 書 集 を刊 行 し た デ ュ フ ー ル の 見 方 に 従 っ て こ こ で は1113年 に は 王 権 が コ ミ ュ ー

ン に 文 書 を 認 め た と理 解 し て お く(Dufour,J,RecueildesactesdeLouisレZroideFrance

(1108-1137?,t.1,Paris,1992,p.190,n。85.)。 ア ミ ア ン を 含 む ピ カ ル デ ィ ー の コ ミ ュ ー ン論 を 展 開

し たDesportes,P.,"Lescommunespicardesaumoyenage:une6volutionoriginelle",Revzae

duNord,t.70,1988,p。265も1113年 説 を採 用 し て い る 。 ち な み に,司 教 と 都 市 の 関 係 を新 た な 視

点 で 論 じ たOtt,JS.,"UrbanSpace,Memory,andEpiscopalAuthority:TheBishopsofAmiens

inPeaceandCon且ict,1073-1164",Viator,Mediezノ αlandRenaissanceStudies,vol,31,2000,

pp.43-77は,コ ミ ュ ー ン 認 可 の 正 確 な 年 代 ・時 期 に つ い て は ふ れ て い な い 。
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ドル伯comtedeFlandreと,遠 隔 の伯権力がアミア ン伯 を兼ねる時代 は しば らく続 くが,

自治権 自体 は基本的には侵害 され ることはなかった。 これ以降コミューン=自 治体はさまざ

まな権利の行使 を始めるのであるが,直 ちに自治体が文書作 成を主体化 したか というと,こ

とはそれほ ど簡単ではなかった。

もともと中世 ヨーロ ッパ においては,教 会 ・修道院 を別 として,都 市 政府 だけでな く国

王 ・諸侯 ・平貴族など世俗の権力機 関は,一 般 には13世 紀初期以前は十分 な文書管理体制 を

整 えてはいなか った。彼 らを発行主体 とする文書の作 成は行われてはいたが,そ れ らの控え

を発給主体が体系的に保存 ・管理す るといった姿勢 は未発達であった。 フランス国王におい

てさえ,受 給文書の整理に加えて,発 給文書の控えの作成 ・保管に着手するのは12・13世 紀

の交,フ ィリップ2世 の治世の半ばか らとされる8)。諸侯権力の方がむ しろ早 いケース もある

が,し かしその差 は誤差のレベル と言 える9)。都市 自治体 となると,自 治権獲得 とともに主体

的に文書を発給 し始めはするものの,あ らゆる文書 を系統 的に整理保管 し,文 書行政 と言 え

るような レベルの統治 を行 うには,今 少 しの期間が必要であっだo)。

12-13世 紀 のア ミア ン市内には,コ ミューン成立後 も4つ の領主権が存在 し続 けていた。

第1は,古 来 より聖界の主 としてだけでな く大聖堂 を中心 とする都市のほぼ東半分の世俗裁

判権 も有 していたアミアン司教6vequed'Amiens。 第2に,司 教の世俗権限を代行するヴィ

8)1190年 代 に な っ て よ うや く フ ラ ン ス 王 権 は 一 所 固 定 型 の 文 書 管 理 体 制 を 目指 す 。 こ の 詳 細 は,

Baldwin,JW,,"Ladecennied6cisive:1esannees1190-1203dansleregnedePhilippe

Auguste",Revuehistorique,t.266,1981,pp。311-337.ま た,岡 崎 敦 「中 世 末 期 フ ラ ン ス 王 の 文 書

管 理 一 「文 書 の 宝 物 庫 」 を め ぐっ て 一 」 『史 淵 』143号,2006年3月,43-83頁 も 参 照 。

9)12世 紀 フ ラ ン ドル 伯 の 文 書 局 の 発 達 に 関 して はPrevenier,W.,"Lachancelleriedescomtesde

FlandredanslecadreeuropeenalafinduXIIesiecle",B狛 〃o緬 幻 麗del'EcoledesChartes,t.

125,1967,pp.34-93;Verhulst,A.etTh.DeHempitnne,"LechancelierdeFlandresousles

comtesdelamaisond'Alsace(1128-1191)",BulletindelaCommissionRayαled'Histoire,t.141,

1975,pp.267-309.

10)北 フ ラ ン ス か ら ネ ー デ ル ラ ン ド に か け て の 都 市 の 文 書 行 政 の 初 期 を 扱 っ た 研 究 集 会 の 報 告 と

して,Prevenier,W.&Th.DeHemptinne(eds.),LadiplamatiqueurbaineenEuropeαu

〃zayen49召.∠4ctesducongr2sdelaCommisssioninternationaledeZ)iplomatique,Gand,25-29

aotZtヱ998,Leuven,2000収 録 の 各 論 を参 照(す で に 前 掲 注3に 挙 げ た 拙 稿 で そ の 成 果 は 紹 介 し

て い る)。 ア ミ ア ン に 比 較 的 近 い 地 域 の 事 例 と な る と,北 ネ ー デ ル ラ ン ドNorthernLow

Countries,ホ ラ ン トHolland及 び ゼ ー ラ ン トZeeland,フ ラ ン ドルcomtedeFlandre(特 に ブ

ル ッへBrugge),北 フ ラ ン ス 全 域 工 一 ルAire-sur-la-Lys,ラ ー ンLaonの 事 例 が 取 り上 げ られ

て い る 。 さ ら に 少 し時 代 が 下 っ て14-15世 紀 が 中 心 と な る が,北 フ ラ ン ス 諸 都 市 の 自 治 体 に よ っ

て 立 法 行 為 が 進 み 関 連 す る記 録 が 蓄 積 さ れ て い く点 は,Clauzel,D.,Clauzel-Delannoy,1.,Coulon,

L,Haquette,B.&alii,"L'activit61egislativedanslesvillesdunorddelaFrancealafindu

moyanage",Cauchies,J.-M.&EBousmar(6ds.),《Fairebans,edicte2etstatu2》:Z49膨76/4α ηs

lαvi〃es〃 　麟 勿 α♂8.Sources,objetsetαcteursdeZ襯 勿 舵 ♂⑳ ∫1α伽60〃z〃 　unaleenOccident,

ca,ヱ200-1500.Actesduco〃oqaeinternationaltenudBruxellesles1720novembre1999,

Bruxelles,pp.295-329を 参 照 。Godding,Ph.,Ledroitprive'danslesPays.Basme'ridionaux,4〃

12eau18e∫ ガ60Zθ,Bruxelles,1987は 北 フ ラ ン ス か らベ ル ギ ー に ま た が る 地 域 の 私 法 と各 権 力 機i

構 との 関 係 を 網 羅 し て い る 。Id.,"Lesordonnancesdesautoritesurbainesaumoyenage.Leur

apPortalatechniquel69islative",Duvosquel,J.M.&E.Thoen(eds.),Peasants(GTownsmenin

MedievalEurope.StudiainhonoremAdriaanVerhulst,Gent,1995,pp.185-201は,12-13世 紀 段

階 で の 都 市 立 法 の 着 手 に触 れ て い る 。
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ダムvidame(vicedominus)職 を保持 した,ア ミア ン近郊 ビキニ ーの領主seigneursde

Picquignyの 一 門。 そ して第3が,都 市 の西 半分 を領 有 してい たア ミア ン伯comted'

Aエniensで あ り,第4の 勢力はその家 臣にあた り,都 市内要塞 カステ ィヨンCastillonを 拠

点 と した城代(城 主)chatelain(castellanus)で ある。彼 ら4者 による都市内の権益の分

割 ・分有に関 しては,12世 紀以降多 くの史料が存在す る。初期の最 も有名なそれは,1160年

代 にア ミアン伯権comt6d'Amiensを 継承 した フラン ドル伯の もとで作成 された同市 にお け

る市場取引 をめ ぐって徴収 された流通税tonlieuの 額や率 ならびのその帰属先 を定 めた文

書である11)。また,と りわけアミアン司教 とア ミアン伯は数 々の文書発給 を行って,ア ミア

ン市の 日常生活に関与す る機会 も多か った。要す るに,こ の ような権益の分有状況,あ るい

は権限の錯綜関係が残 るなかで都市共同体の 自治統治は開始 されたのであ り,都 市 もまた封

建 的な権力の分有関係 に新規参入 して,与 え られた権限の範囲で統治活動を行っていたとい

うことである。

A.テ ィエ リーは19世 紀 に編纂 した都市ア ミアン市に関する主要 な文書集成 において,12

世紀以前 については,文 書charteを 中心 とす る31点 の史料 を刊行 している12)。この うち11世

紀の4点 は,い ずれも国王,司 教 アミアン伯がそれぞれア ミアン市内の教会機関 に発給 し

た文書 で内容的にア ミアン史の問題 に関係す るというものである。ただ一つだけ,1091-95

年の伯文書のみは,〈populUS>と 表記す る都市住民について も聖職者同様に文書内容 の対象

者であることを示 している13)。やは りコミュー ン認可以前は都市 自治体 が行為の主体 となる

文書は皆無だったということである。

12世 紀 になると状況 はかな り変化す る。収録 された27点 の史料 はすべ てコミュー ン認可以

後 のそれであるだけ に,ア ミア ン都市 自治体(コ ミューン),あ るいはその市長や参審人が

関与する度合いは時が下 るに連れて大 きくなって くる。

まず都市 自治体 は受益者 となって登場する。その最初の史料 は,1113年(も しくは1117年

以前)の 国王ルイ6世 によるコミュー ン文書 である14)。ただ し実際 には原本が失われている

ため,テ キス トの全体像 は明確 には しがたい。 そこでは伯や司教の上級裁判権hautejustice

を除 くものの,他 の下級裁判権bassejusticeや それに関係す る限 りでの立法 ・行政権 限を

獲得 した。 これらはいわゆる訴訟管轄裁治権 に関係するものだが,そ れと会わせてこの時す

でに,民 間の私的法行為 を確認 して告示す る非訟裁治権 も,明 示的 にコミューンに与 えられ

ていたことは特筆すべ きである。条文 は以下の ように規定する。

11)DeHemtirlne,Th.etL.DeMey,"LereglementdePhilipped'Alsaceconcernantlesdroits

respectifsdes〈quatreseigneurs>surletonlieudelavilled'Arniens.Notespreparatoiresaune

editioncritique",DuvosqueletThoen,∫)easαntsandTowns〃zen_,Gent,!995,pp,151-167.

12)Thierry,Reczaeildes〃zonu〃zents_,t.1,pp.16-120.

13)Ibid.,p.23,n。iv:...coramclercoetpopuloinecclesiapredictacelevravimus,_

14)fbid.,pp.39-42,n。v.
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中世後期 アミアンにおける契約登記簿の誕生

「二人 もしくはそれ以上の複数人の参審人の前で何 らかの協定(契 約)が なされ る場合 ,

その協定(契 約)に 立ち会った参審人がこのことを証明す るな らば,そ の協定(契 約)

に関しては,そ れ以上不和 も決闘 もなされることはない15)。」

しか しこうした規定があ りなが らも,そ れが実践された ことを示す文書が コミュー ン発足

後 もしば らくはない。1145年 には一人のア ミア ン 「市民」civisニ コラが司教座 聖堂教会に

対する寄進者 という立場で,す なわち法行為 の主体として文書 の中に登場す るが,こ れ も司

教による非訟裁治権文書での言及である16)。1151年 にも,司 教座教会 の参事会 と都市有力者

ジャン ・ド・クロワの問で交わされたソ ンム川沿い船着 き場 の使用 と権利をめ ぐる協定があ

る。これ も司教 に よる非訟裁治権文書 である。司教は両者 に書状 を渡すべ く,「 キログラフ

ム」cyrographum(chirographum)を 作 成 して,そ れぞれに司教の印章を付 しているのは

興味深い。最後は証人 リス トまで列挙 されている17)。

キログラフム(シ ログラフムとも発音可能)は ラテン語で,そ の仏語形は 「シログラフ」

chirographe,本 来 「証書」あるいは より一般的に 「書 き物」 を意味する古典期 以来の語で

ある。中世の北西 ヨーロッパ地域で は,あ る独特の形式の証 文を指すのにもっぱ ら用い られ

た。通常は一枚の羊皮紙(あ るいは繊維紙)に 同一文面 を上下 に2度 書き記 し,次 に紙の中

央部にCHIROGRAPHUM(別 綴 りではCYROGRAPHUM)と 大 きく文字 を書 きこみ,書

き込んだCHIROGRAPHUMを 切取線 に して紙を鋏で裁断する。最後は,上 下な り左右に

切 り取 られた紙片 を,文 書内容に関わる二組以上の当事者が控 えとして持つことになる。い

わば2枚 セッ トの証文である。従って,必 ず印章が付 されるというものではなか った。ちょ

うど我が国の勘合 のような方法であるが,11世 紀頃より私的 になされた法行為 を記述する際

にしばしば用い られた文書形式であった18)。しか しアミア ン司教 はこれに印章 を付 し,さ ら

に証人 リス トも付 けて公証文書 としていたことになる。

このように,12世 紀前半 までは市民が法行為 に関与は して も,そ の行為 を確認 し公示する

15)fbid.,P.42,n。v:Siconventioaliquafactafueritanteduosve1Pluresscabinos,de

conventioneillaampliusnonsurgetcampusnecduellum,siscabini,quiconventioni

interfuerint,hoctestificatifuerint.

16)fbid.,pp.55-57,n。vii:一 一.egoGuarinus,DeipatientiaAmbianensisepiscopus,...Quocirca,

noverintuniversi,tampresentesquamfuturi,quomodoNicholaus,Mainerifilius,Arnbianice

urbiscivisstrenuus,conjugalisvite,,..hospitesXLsolidorumetXLVcaponumcensum

annuatimsolventes,redditurnque.。.sancteMarieAmbianensiecclesiepenitushabenda

concessit,multisquepresentibusclericisetlaicis,superaltarebeateMariedonumposuit.

17)Ibid.,PP.59-61,noix:...Conventionemigiturque,intercanonicisbeateMarieetJohannem

deCrucedecaiagio,inpresentianostrafactaest,scriptoexplanarldametcyrographo

confirmandamsuscipimus_.Utigiturcompositioista,tamacanonicisquamaJohannein

conspectunostrolaudata,firmaetillibatapermaneat,presenternpaginamincyrographum

dividimus,etsigillinostriappositioneutraquecommunimus,_etadmajoremejusdemrei

certitudinem,testiumnominasubassignamus;_

18)Guyotjeannin,0.,Pycke,J.&B.-M.Tock,Diplomatique痂4物 αZε,3e6dition,Brepols,

Turnhout,2006,pp.185-193.
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役 目は未だ司教の手の内にあったと考 えられる。 こうしたなかで,世 紀 も半ば を過 ぎた頃の

1152年,ま ずはア ミアン市長が文書発給者 となる文書が作成 された。これは 「私 ア ミア ンの

コミューンの長 であるベルナール」が司教の同意 さらには聖職者 たち と 「ア ミア ンの市

民」populusAmbianensisの 同意を もって,サ ン ・ジャン修道院が癩施療院leprosoriaか ら

購 入 した土地について確認 を行 った ものである19)。これが都市文書 となった理 由は明白で,

当時癩施療 院は都市共同体 に属 していたか らである。それで もなお,当 事者が修道 院である

こともあって,司 教や司教座聖堂参事会 の承諾 を受けて文書化が行われた様子が ,当 時の市

政のあ り方を暗示 している。ちなみに,こ の文書は13世 紀の写本で,し か も当事者 のサン ・

ジャン修道院の文書帳cartulaireに 記載 された形で しか伝来 しないが,非 常 に短い。上記の

事実確認の後は証人名が列挙 される。 しか し最後に重要 なことだが,テ キス ト文言 によると

都市の印章が付 されて文書 は強化 されたのである(も っとも写本であるため印章 自体は確認

で きない)。 ここに,稚 拙なが らも都市が主体 となった文書作成が始 まった と見 る ことがで

きる。これ以降12世 紀後半 になると,都 市が主体 となって作成 される文書,さ らに都市が法

行為の一方の当事者 となって登場する機会が増 えてい く20)。

(2)初 期の非訟裁治権文書

1160年 代,自 らが法行為の当事者ではない場合について も,都 市 自ら非訟裁治権 を根拠 と

す る文書を作成す るケースがついに登場す る。今 日伝来する最初の事例が,1167年 の文書で

ある。これは 「アミアンの我 らが市民たちの選挙 によりコミューンの長 と呼ばれる,私 フィ

ル ミヌス」が 「我 らが同輩市民のすべ てに対 して」「我 らと参審人たちの立ち会 いの もと」

「アミアンのサ ン ・マルタン教会(=修 道院)と ラウール ・ド ・クロワの間で取 り交わ され

たある協定(協 約)」 を 「告知する」文書である21)。協約の内容 は,ア ミアン近 くにあったあ

る土地の占有権 をめ ぐる争いについての調停文書であ り,両 当事者 ともに自身の所有権 を主

張 したが,ラ ウールが100ソ リ ドゥスの貢租 を毎年 レミの祝 日(10月1日)に 修 道院に支払

うことで合意に至っている。また,テ キス ト文面によると,ラ ウールとその妻 の要請により,

市長 らは 「さらにいっそ う真実が強め られる ようにと,こ の書状 に我 らが コミュー ンの印章

を押 した22)」のであ る。

19)Thierry,Recueildesmonuments_,t.1,pp.62-63.,n。x.

20)た だ し,コ ミ ュ ー ン 結 成 時 よ り司 教 と都 市 と の 関 係 が お お む ね 良 好 に 保 た れ た 都 市 で あ る こ

と を オ ッ トは 強 調 し,こ の 事 例 の よ う な 司 教 と 市 民 の 「共 同 」 が 聖 な る 都 ア ミ ア ン の 特 性 で あ

る と結 論 し て い る こ と を 踏 ま え れ ば,都 市 は 以 後 も司 教 と の 関 係 を は か り な が ら 民 事 行 政 の 領

域 に 入 っ て い っ た と考 え ね ば な ら な い 。Ott,art.cit.,pp.73-75,

21)lbid.,p.93,n。xx:EgoFirminus,electioneconciviumnostrorumAmbianensiscommunie

majorvocatus,notamfacioomnibusconcivibusnostrisquamdamconventionemquefactaest

interecclesiamSanctiMartiniAmbianensisetRadulphumdeCroi,subnostroscabinorumque

nOStrOrUmteStimOniO.

22)lbid.,p.94,n。xx:..utmagismagisqueveritascorroboretur,presentiscriptosigillumnostre

communleapPonirnus.
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ラウールは市民の一人 と考 え られるが,こ の史料 こそは,都 市の権利 とは本来無関係 の私

的な協 約が,都 市当局の権威 によって 「確 認」 され,印 章の効力 を付 された書状 に よって

「告示 」されるという,都 市が主体 となって作成 された公証文書 である。何 よ りも,都 市 当

局が固有の印章をもって,法 行為にお墨付 きを与 えていることは注 目で きる。

数年後の1170年,今 度 は市長 と参審人団の両方の名で発給 された,あ る市民による修道院

への家屋売却に関する告示文書がある。 これは,「 私アミアンの市長ベルナールと我 らが都

市の参審人の全員が,我 らが誓約者一 ここでは全 コミューン市民の こと一 に対 して」聖マル

タン修道院 と市民(誓 約者)の 一人ラウール ・ド ・エペメニルの間の売買契約を確認 したこ

とを書状 によって告示 した ものである23)。ちなみ に,こ こでは文書効力の強化のために コ

ミュー ンの印章が付 されたm)だ けでなく,市 長 を含 めた15名 の市民の名から構成 された 「証

人団」 を列挙することで も文書 の効力が補 われている。証人 リス トには造幣役 ワイ ン樽役

流通税徴収役 など,公 的 もしくはそれに近い役職者 の肩書 きを持つ者やその兄弟が多 く,当

時の市政関与者であった と考 えられる。 また,こ の証人リス トの最後 には 「コミュー ン全員

の共同体」 との追加があ り25),証言は都市全体 によって保証される との考え方が投影 されて

いると見て良いだろう。

興味深い ことに,こ の文書は発給者の名 を記す より前の書 き出 し部分で,次 のように述べ

ている。す なわち,「 事柄 の真実は適切 な書状 に書 き写され,記 憶 に残 されることが 慣例 で

ある。それは時の経過によ り,あ るいは人々の記憶違いによ り,そ れが排斥された りしない

ようにするためである26)」と。このような冗長 な表現 が書き出 しに必要 と思われたこと自体が,

この文書の時代性 を暗示 しているように思われる。

これまで2通 の文書 しか挙 げていないが,同 じ目的を持つ非訟裁治権文書で も相互に微妙

な差異が確 認された。効力添付の方法 も印章だけに統一されるまでは至ってお らず,証 人 リ

ス トの添付 という前時代的な方法 も未だ試み られていた。発給者名 の表記法にも完全な統一

性は確認で きない。そ もそ もこれ らの文書は都市文書館に伝来 した ものではな く,現 在 は県

の文書館 に,聖 マルタン修道院関係文書 に属 して伝 来 している。つ まりは受給者側 に残 った

文書であって,決 して都市側が体系的な保存 を行 った結果の記録 ではない。書記 の名 も記 さ

23)lbid.,p.95,n。xxi:Eapropter,egoBernaldus,Ambianensiscommuniemajor,etomnes

scabininostrecivitatis,omnibusjuratisnostrisnotumfacimusquodRadulphusde

Espesmaisnil,juratusnoster,domumsuam,_,concedenteTheisendeuxoresuanecnonet

omnibusfiliisetfiliabussuis,ecclesieSanctiMasrtiniquediciturinGemellis,inpresentia

nostra,subprecioquinquagegintalibrarumvendidit,_

24)五 〇c.cit:sigillonostrocommunitum

25)五 〇6.cit:_etquorurndamciviumnostrorumnomina,proreigestetestimonio,subsucribimus

:BernardusdeCruce,majorcommunie;Guibertusfraterejus;Oilardusmonetarius;__;

Milopincerna;Milothelonearius;.。.;universitastotiuscommunie.

26)Thierry,Recueildes〃zonu〃zents...,t.1,Ibid.,p.94,n。xxi:Reigesteveritas,litterispropriis

desgnata,soletmemoriecommendari,netemporulnlongevitate,veltergiversationequaque,

valeatobfuscari.
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れていない。繰 り返すが,形 式面での揺れやテキス ト表現における過度の言説(文 書化行為

の必要性 に関す る1170年 文書の冒頭文言)が,逆 にこの時代 の都市文書行政 における初期性

を示 してい るように思われる。

ところで,こ うして始 まったア ミア ン市の文書作成慣行であるが,文 書の作成は近在の聖

職者や修道士に よって代行されていたのではないか。むろんそれは,修 道院や教会の文書作

成部で作成 され たとい う意味ではない(そ うい うケース も否定はで きない)。 固有の印章が

あることを考慮すれば 都市は相応の文書作成のための作業台か部屋 を用意 していたと考え

られる。おそ らくは,い ずれかの教会機関 との問で契約 を結ぶか,そ の都度交渉するか して,

普段 より筆写活動 を行っている特定の人物=書 記に都市当局 に出向いて もらって都市が必要

とする文書 を作成 していた,と 考えることがで きる27)。

またアミアン都市 自治体,発 給文書の体系的な保管に対する考 え方 もまたその術 も未だ持

ち合わせなかった ようである。 この点 は致 し方ない。フランス国王をはじめ,ヴ ェルマン ド

ワ伯,フ ラン ドル伯 において もそ うい う発想 は未だ持っていなかったのであるか ら28)。その

ため,こ れ まで引用 して きた史料はすべて,受 給者 もしくは相手方当事者 の側に伝来した も

のである。当然それは,早 くか ら記録の体系 的整理 に着手 していた教会機 関を中心 とする。

こうして現在 の保管場所 も,ア ミアン市文書館ではな く,ア ミアン所在の ソンム県文書館 と

なっている。 フランス革命 の後に,各 地の教会 ・修道院に伝来 していた記録群が県文書館 に

収集され,そ こで整理 され保管 された とい う次第である。

2.都 市の公証業務の変化 と王権 の進出

(1)都 市 と王 権 の 共 同,都 市 の 権 威 の 上 昇?

妻 エ リザ ベ ー トElisabethに よ る 相 続 を介 して,1160年 代 よ り ア ミ ア ン ・ヴ ェ ル マ ン ド ワ

伯 領 を統 治 して い た フ ラ ン ドル伯 の フ ィ リ ップ ・ダ ル ザ スPhilipped'Alsaceで あ っ た が,

1182年 そ の 妻 も亡 く な り,彼 自 身 に も直 系 の 後 継 者 が い な か っ た 。 こ の た め,エ リザ ベ ー ト

の妹 ア リエ ノ ー ル(エ レ ア ノ ー ル)・ ド ・ヴ ェ ル マ ン ドワAli6nordeVerrnandoisは 直 ち に

両 伯 領 の 相 続 権 を 主 張 し,国 王 フ ィ リ ッ プ2世PhilippeIIAugusteは こ れ を支 持 して 軍 隊

を 出 した 。 二 度 に渡 る戦 い を経 た 後 国王 と フ ラ ン ドル 伯 の 間 で 和 解 が な さ れ,1185年 に ア

ミア ン ・ヴ ェ ル マ ン ドワ の 伯 領 は,一 部 が ア リエ ノ ー ル に,他 一 部 は 国 王 の 支 配 下 に移 る こ

と と な っ た29)。 こ う して 以 後 の ア ミ ア ン は 伯 権 力 に 代 わ っ て,新 た に 国 王 を都 市 領 主 の 一 人

27)北 フ ラ ン ス の 近 隣 他 都 市 が そ う で あ っ た こ と は,Saint-Denis,A.,"L'administration

communalefaceauxpouvoirsconcurrentsdanslesvillesdecommunesdunordduroyaume

deFranceauXIIIesiecle",PrevenieretDeHemptinne,op,cit.,pp.437-451;Tock,B-M,"La

diplomatiqueurbaineauXIIesi6cledansleNorddelaFrance",lbid.,pp.501-522.

28)前 掲 注8の 文 献 を 参 照 。

29)VanWerveke,H,EenVlaamsegraafvanEuptopeesformαat,F吻5vandeElgas,Haarlem,

196,pp.20-33;DeHemtinne,Th,."AspectsdesrelationsdePhilippeAugusteaveclaFlandre

autempsdePhilipped'Alsace",LaFrancedePhilipPeAuguste.Letempsdesmutations,Paris,
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として迎えることとなった。その存在は圧倒的であ り,従 来の4領 主権力の間で保たれてい

た ような力 の均衡は王権優位の方向で変わってい くであろう。都市共同体 もまた,国 王役人

による都市支配 と対峙 しなが ら自らの統治を進め ざるをえな くなったのである。

1185年,フ ランス王権の もとに併合 されたア ミア ンでは,さ っそ く国王地方役人であるプ

レヴォ(代 官)pr6v6tが 配置 され,ア ミアンはプ レヴ ォ管区prev6t6の 所在 地の一つ とさ

れた。す ぐに王権 の関与 は市民生活 に張 り込んで きたことは明 らかで,1186年,あ る私法行

為に関する確認状が,ア ミアン ・コミューンの代表である市長だけでな く,国 王代官 を前 に

して取 り交わされたのであ る。 これはピエール ・ヴィヴェとい う名の市民一家 とサン ・ジャ

ン修道院の問で係争物件になっていた水車の使用権 について,和 議が結ばれたことを告示 し

た書状である。ピエールはこれ以後,修 道院に対 して新設水車のうちの6基 を渡すことで,

粉挽権 の2分 の1を 委譲す ることが,「 当時ア ミアンの市長であったベルナール ・ド ・クロ

ワの手 を介 して,及 びフランス国王陛下 フィリップ(2世)の 代官であるピエール ・ド ・ベ

ステセオの手を介 して」「現在 と将来のすべての人 々の公共の知 るところ」 となったのであ

る30)。この文書では効力付与 に際 しては,都 市の印章 も王権の印章 も使われることはな く,

代官や参審人団 も含めて多数の証人 リス トをもって締め括 られている。 その うち参審人団 と

代官役人団は最後の箇所 で 「すべての参審人 と国王裁判権 に属すすべ ての者31)」と併記 され

ている。今 や都市生活は,フ ランス王権 によって今 度は干渉 され うる事態が生 じたのである。

もっ とも1190年 国王 フィリップ2世 は,1113(1117)年 のアミアン ・コ ミューン文書 にさ

らに新条項 を加えて都市の 自治権 を保証 した。先の文書 にあった非訟裁治権 に関する条文は

そのまま維持 されたことはいうまで もない32)。従 って法制面では決 して自治権 限は侵 された

わけではない とはいえ,お そ らく政治運営面ではよ り複雑な要素が折 り込まれたと理解 して

い く必要がある。

他方で,こ の時期の文書が依然 として形式的に不定であ り,多 種多様の仕方で確認 と告示

の業務が行われていたことを表す1195年 の一通の非訟裁治権文書がある。ティエリー編集 の

史料集で30番 と数字が打たれた文書がそれである。 ティエリーはこの文書に 「市長 と参審人

1980,pp.255-261;Duval-Arnould,L.,"Lesdernieresanneesducomtel6preuxRaoulde

Vermandois(v.1147-1167_)etlad6volutiondesesprovincesaPhilipped'Alsace",

Biblioth2quedel'EcoledesChartes,t.142,1984,pp.81-92;Thierry,Recueildesmonuments_,

t.1,pp.101-103;Hubscher,op.cit.,p.61.な お ア リ エ ノ ー ル の 死 後 ヴ ェ ル マ ン ド ワ も1190年 代

に 王 領 の も と に 編 入 さ れ た 。

30)Thierry,Recueildesmonuments...,t.1,p。104,n。xxvi:Inpublicumomniumtam

presentiumquamfuturorumnoticiarnveniatquodPetrusVivetetuxorsuaetheredessui

resignaveruntecclesieSanctiJohannisAmbianensis,permanumBernaldideCruce,tunc

temporismojorisAmbianensis,etpermanumpetrideBesteseio,prepositidominiPhilippi,

regisFrancorum,sextampartemnovimolendini,videlicetdimidiumpartemmolnerie,_

31)lbid.,p.104,n。xxvi:...etomnibusscabinisetomnibusadjusticiamregispertinentibus.

32)Delaborde,H.,RecueildesactesdePhilippe∬.4uguste,tユ,p.387,n。319;Thierry,Recueil

desmonuments_,t.1,pp,104-114,n。xxvii.
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の面前で結 ばれた売買契約文書33)」という標題(リ ュブ リック)を つけたのであるが,実 際

は この文書は,ア ミアン城代 ピエールを発給者 とす る文書である。 ピエールはユーグ ・ド・

ビキニ ィに対 して,カ スティヨン要塞地区のある家屋 を売却 した というのであるが ,こ の文

書にはまず この両人に関係する証人 リス トが あがって くる。それ を受 けて今度は 「このこと

は正式 にア ミアン市長ベ ルナールと参審人団の面前で再確認 された34)」との文言,な らび に

参審人 と思われる6名 の名が記 される。最後 は再 び城代の文書 として,城 代 の印章が付 され

て文書に効力が最終付与 される格好になってい る35)。

これな どは当事者が私的法行為 を私的に行いなが らも,法 手続 きの面では両当事者間で文

書を確 認するだけでは不十分 と考 えたのか,文 面によって都市 自治体 による公証があった事

実 を差 し挟む という,一 風変わったケースである。城代 という,文 書発給 をで きる立場 の人

物であったことが,独 自の形式での確認 と告示の文書(非 訟裁治権文書)に なったのであろ

うが,そ の種の高位 の人々で も,今 や都市共 同体 の公証があたか も欠かせ ない法手続 となっ

ていた ように思われる。ユ2世紀 を通 しての都市非訟裁治権の発達ぶ りを何 よ りも表す事例 と

言えるだろ う。ちなみにこの証書 は14世 紀 に都市が作 成 した文書記録帳registre-cartulaire

の一つ(S6rieAA5)に 転記 されてお り36),何らかの形で都市にこの文書が伝来 していった こ

とを示 している。城代文書が後に参照 されたのか,そ れともこの時都市サイ ドにも関係文書

の複写が渡 されたのか,そ のいずれかと考え られるが決定的な断言は困難 である。

(2)王 権の公証業務への本格的整備 とその帰結

ア ミア ン都市 自治体 は,13世 紀以降も数多 くの非訟裁治権 に基づ く法行為 を積み重ねたこ

とは疑いない。1228年 には,こ れまで言及 されて きていた都市の印章の現物がはじめて確認

される37)。しか し,13世 紀か ら14世 紀 を通 して も,そ れ らの文書 を体系的 に都市が保管 した

形跡 は見 られない。それ らのまとまった記録 が一つ として都市サイ ドの史料 として残存 して

いないのである。

他方で,フ ランス王権は13世 紀 を通 して,新 たに王領地 とした地域 に積極的に権力の浸透

をはか っている。アミアンを含む北 フランスの諸地方 も例外ではな く,プ レヴォと呼ばれた

代官のみな らず、主要都 市には地方総督 とも言 えるよ り上位の役人,バ イイbailliを おいて,

各々にその管区=バ イヤージュbai11ageを 与 えていった38)。

既 に一例 を見 たように,国 王役人 も都市生活における非訟裁治権文書の作成に関与 してい

33)fbid.,p.117,n。xxx:Actedeventepass6devarltlemaireetlesechevins.

34)fbid.,p,119,nσxxx:Ethocrecognitumfuitso正lemnitercoramBernardomojore

Ambianerlsietscabinis.

35)fbid.,p.119,n。xxx:(EgoPetrusdeAmbiano_)presensscriptumsigillomeoconfirmo.

36)Durand,inventαiressommaire_,t.1,SerieAA,p.28.

37)Saint-Denis,"L'administrationcommunale_",p.439.

38)高 山 博 「フ ィ リ ッ プ4世(1285-13!4)治 世 下 の フ ラ ン ス の 統 治 構 造 一 バ イ イ と セ ネ シ ャ ル ー 」

『史 学 雑 誌 』101編11号
,1992年1!月,1-38頁 。
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たが,1204～1205年 の年代 を持つ,バ イイの面前でなされた契約文書が北フランスでは相当

数伝 来 している。 ただ しこの時代 はまだ,複 数のバイイが共 同で活動 していて,完 全 な管

轄 ・管区制にはなっていなかったと推察 される。 しか し13世 紀半ばになると,管 区が固定 さ

れて,バ イイは巡 回裁判 を行 うようになる。ア ミアンには もともと国王の代官管区(プ レ

ヴ ォテpr6v6te)が 置かれていたが,13世 紀の前半 を経 るなかでアミア ンのバ イイが登場 し

て くる。ところが,彼 らの移動による統治の形態は,契 約文書 の確認を要求する者にとって

は不便極 ま りない ものだった。 しか も,バ イイは本来公法 に関与する訴訟事項管轄権の行使

を本来 とする ものであ り,そ の業務 自体が煩雑化するなかで,非 訟裁治権業務に対する彼 ら

の無関心が増幅 されていったと考 えられる39)。

こうした事態 を受 けて、バ イイによる非訟裁治権文書 の作成 に関する制度整備 を指示する

王令が出されることとなった。1283年 もしくは84年,国 王 フィリップ3世 は晩年 にさしかか

り,国 王による非訟裁治権システムの変革を行 ったのである。勅令のオリジナル自体 は伝来

せず,他 の法書のなかで言及 されるのみだが,各 地方での具体 的状況か らすると,実 際に発

布 され実施 された法令 と見 られている40)。以下はこの問題 を論 じたカロルス ・バ レの論稿 に

拠 りなが ら,ア ミア ン市のケースを中心 に王権の新制度の展開を追ってい きたい。

勅令 は,王 権 下の 「優良都市」bonnevilleで は,2名 の名士prud`hommeを 面前に して

バ イイによる公証文書が作成 されるべ きと定めた。文書 にはバ イイの印章 とともに,2名 の

名士の印章 も付加 される。むろん,そ う して結 ばれた契約 とその文書の有効性は普遍なもの

と宣言された。北フランスのサ ンリスSenlis,ヴ ェルマ ン ドワ,ア ミア ンの3大 バイイ管区

で,1283-84年 勅令の体制が実施に遷 されたことは,数 件 の文書か ら確認 される4')。

しか し,バ イイの業務が拡大する傾向そのものに歯止めがかけられたわけではない。 この

ため 「手抜 き」が始 まる。サンリスとヴェルマン ドワの両管区では、1290年 代半ばか ら1300

年代 にかけて,制 度の骨抜 きが顕著 になる。特にサ ンリス ・バイイ管区の場合,地 元都市の

有力者がすべてに関 してバイイを代行 している。サ ンリス管区では,バ イイの下役人である

プレヴォ個人 とプレヴォテ管区の印章を使用 し,「印章監督官」gardeduscel(sceau)の 名

で書状 を作成 した。 しか も,こ の後者の権限は,「 立会人」=名 士 の1人 が受け持 った。文

書の執筆=作 成には,都 市共同体 に仕 える都市居住 の 「書記」clerc-notaireが 担当 した。や

がて,こ の 「書記」は,事 実上,第3の 証人となるが,他 方でプレヴォでさえ も実際の介在

は皆無になっていった。以後は,印 章監督官(実 際は市内の名士 ・有力者である)と 市民出

身の書記によってのみ文書は作 成されたことになる42)。すなわち,サ ンリス管区では,王 権

の制度 として非訟裁治権文書は作成 されたのではあろうが,現 実には官制の衣 をまとった都

39)以 上 の 経 緯 はCarolus-Barre,L.,"L'ordonnancedePhilippeleHardiet1'organisationdela

juridictiongracieuse",Biblioth2(7uedel'Ecoledeschαrtes,t.96,1935,pp.11-12.

40)fbid.,pp.9-13.

41)fbid.,pp.13-15,24-25,29-35.

42)lbid.,pp,15-20.

38(433)



史 窓

市的な裁治権の行使 であったと見な し得 る。

1315年,王 権 は新 国王 フィリップ5世 の もとで,再 度 この問題 に関与 し,バ イイの関与 を

明言する体制 を模索 した。 しか し,こ れは完全 に妥協の産物であ り,バ イイの名において発

給する仕組み とす るが,実 際 にはプ レヴォテ においてプレヴォとプレヴォテの印章によって

作成するものとなった43)。王権の もとに入 りつつ も,実 質は地元で運営 される仕組み として

業務 は行われてい くこととなったのである。

しか し以上の経緯 は代表的 な推移 とはいえ,サ ンリス管区のケースであ り,状 況 はバイイ

管 区,あ るい はその中のプ レヴォテ所在都市 ごとに異なっていた。 アミア ンではむ しろ,

1283-84年 の勅令体制 は長 く維持された方であろう。事実カロルス ・バ レによると,1296-97

年～1330年 の間,ア ミアン ・バイイ管区ではおおむね国王勅令型の文書発給が確認 され ると

いう。2名 の人物が,管 区内の各プレヴ ォテ所在都市(ア ミアン,ボ ケーヌBeauquesne。

ドゥランDou11ens,モ ン トゥルイユMontreuil,サ ン ・リキエSaint-Riquier)で バ イイか ら

立会人の名士 に任命 される。彼 らはいずれ も,市 内の有力者層であった。彼 らは 「立会人」

auditeursと も称 される一方で,他 方 では出 自を表 して 「市民」citoiens,bourgois(borjois)

とも表記 されたのであ る。 むろん文書は彼 らではな く、バ イイの もとに仕 えた書記が作成 し,

バイイが印章を付 した。同時に,市 民2名 は ,契 約の取 り交わ しと文書の作成のいずれに も

に立会い,と もに文書の下部に付 された印章添付用の 「尾」queueに,個 人の印章を押 した。

彼 らの印章は1320年 代 までに5つ が確認 されている。 こうしてアミア ン管 区は例外 的にもっ

とも厳正 にバ イイ名での非訟裁治権文書が維持 された地域であったが,そ れで も既 に文書 に

「国王の名おいて」 といった表現が記 されることは少な くなっていた とされる㊥。

そのためか1331年 には再度改革が導入 されたが,そ の内容はサ ンリス管区な どの体制 を標

準 とする ものであ り,以 後 はバ イイの名 においてではあるが,プ レヴォテが責任 を持 って実

際 には作成す る体制 に移行 していった45)。アミアン ・バイイ区のア ミアン ・プ レヴォテ区で

は,こ の体制での裁治権文書作成が16世 紀初めまで維持 され ることとなった。

このように見 ると,王 権 による地方統治の進 出は,実 際には地方の政治への王権の 「溶け

込み」 を意味 していた ように思われる。官制 とはいえ,市 民の一部 は別の方法で 「自治的

に」非訟裁治権の行使 に関与 したことにな り,さ らに言えば,市 民 も当然 これ も利用 したこ

とになる。関連 して,実 態面では13世 紀末以降 各地のプレヴォテ職権 は都市 自治体に請け

負われることがほ とん どになっていて46),そ の点ではすでにプレヴォテの レベルでの非訟裁

治権 の行使 自体,市 民の一部が運営する ものだったとい うことになる。すなわち,本 節で見

43)Ibid.,pp.20-23.

44)Ibid.,pp.29-32.

45)Ibid.,pp.32-35.

46)早 く も1292年 に は フ ィ リ ッ プ4世 治 下,プ レ ヴ ォ テ の ア ミ ア ン 市 当 局 へ の 請 負 契 約 が 作 成 さ

れ て い る 。Thierry,Recueildesmonuments...,t.1,pp.289-294,nQc.こ の 問 題 は14世 紀 都 市 史

の 主 要 な テ ー マ と な り う る も の で,今 後 一 つ の 課 題 と し て 検 討 して い き た い 。
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て きた経緯は,も う一つの都市的非訟裁治権 の定着 を意味 していた ように思われる。

3.都 市 による記録 の体系的管理の開始

北西 ヨーロッパ,特 に北 フランスか らネーデルラン ドの諸都市の大部分 において,13世 紀

後半か ら14世 紀前半にかけて都市固有の書記局が組織され,次 第に都市オ リジナルの文書管

理法が整 えられていった47)。この点に関して,ア ミアン市の歩みは,同 じ北フランスで もドゥ

エDouaiや サ ン ・トメールSaint-Omerな どと比較すると早熟であったとは言いがたい48)。し

か し一般的に言えば,特 別 に遅いというわけで もない。平均 的な進展であった とい うべ きか

もしれない49)。

アミアン市当局 による文書管理は,残 存す る史料群か らすると,ま ず は1310年 代 に都市が

諸権力か らそれまでに受給 していた証書類charte,特 に同市の特権文書 といえる都市法,

都市権限に関する重要文書 を整理 して書冊に写すことか ら開始 された。フランス語でルジス

トルregistreあ るいはカルテユレールcartulaireと 一般 に呼 ばれる書冊形式の記録簿の作成

である(ア ミア ン市では両者の呼称はほ とんど同 じ意味で用い られたが,以 下では平易 に

「文書帳」あるいは 「帳簿」「登記簿」 と表記す る)50)。

文書帳系列の記録群は19世 紀のア ミアン市文書館整理 を通 して多数が確認 され,そ れぞれ

に整理番号(S6rieAA1～AA20と そのサブ記号)が 付 されている51)が,AA5の 番号の付

された文書帳が最初の作成物である。これは ピエール ・ルモニエPierreLemonnierが 市長

の時代の1318年,都 市の書記clercで あるジャン ・バルグルJehanBargou1に よって記載が

開始 された。転記証書の最初の ものは1191年 の国王フィリップ2世 のコミュー ン証書文書で

あり,そ の後 はジャンの頃までの主要な都市受給文書が くまな く筆写 された。 この記録 は,

ジャンの書 き写 し作業以後,直 ちに都市の第1の 公式文書帳に位置づけられ,多 くの書記の

47)拙 稿 「中 世 都 市 の 文 書 管 理 一 北 フ ラ ン ス ・ネ ー デ ル ラ ン ドの 諸 事 例 に見 る 一 」27-28頁 。

48)同,26頁 。 拙 稿 「中 世 北 フ ラ ン ス ・ネ ー デ ル ラ ン ドに お け る 都 市 当 局 に よ る 私 法 行 為 に 関 わ

る 文 書 業 務 の 拡 大 と そ の 歴 史 的 意 義 」47-49頁 。 サ ン ・ トメ ー ル で は13世 紀 か ら 文 書 帳 や 条 例 登

記 簿 が 作 成 さ れ て い た 。 拙 稿 「中 世 中 期 サ ン ・ トメ ー ル の 市 場 を め ぐ る 自 由 と 規 制 一13世 紀 ワ

イ ン ・ス テ ー プ ル 市 場 再 論 一 」 『史 窓 』65号,2008年2月,33-35頁 。 ド ゥエ 市 の 文 書 整 備 の あ

り方 に つ い て は さ ら に,Espinas,G.,LesfinancesdelacommunedeDouaidesoriginesauXVe

∫勉1θ,Paris,1902;Id.,LαvieurbainedeDouaiaumayendige.t.1,Paris,19!3参 照 。

49)Bourlet,C.,"CarulairesmunicipauxdunorddelaFrance;quelqueselementspourun

typologie",Memini,Travauxetdocunzents,t.12,Montrea1,2008,pp.23-41。

50)北 フ ラ ンス の 都 市 カ ル テ ユ レ ー ル に 関 し て は,前 注 のBourlet論 文 の 他,Fianu,K,"Lepetit

cartulaired'Orleansest-iluncartulairemunicipal?",ibid.,pp.85-113;Drolet,S.,"Lecartulaire

Livreblancd'Abbeville:quelquesremarques",ibid.,pp.115-132;Hamel,S.,"Lecartulaire

LivrerougedeSaint-Quentin",ibid.,pp,133-148.花 田 洋 一 郎 「シ ャ ン パ ー ニ ュ 地 方 トロ ワ の カ

ル テ ユ レ ー ル に つ い て 」 『関 西 大 学 西 洋 史 論 集 』10号,2007年,22-43頁 。 大 宅 明 美 「中 世 フ ラ

ン ス に お け る都 市 カ ル テ ユ レー ル の 作 成 と 伝 来 に 関 す る 一 考 察 一 ポ ワ チ エ の 「マ ニ ュ ス ク リ ・

サ ン=テ ィ レー ル 」 を め ぐ っ て 一 」 『西 洋 史 学 報 』(広 島 西 洋 史 学 研 究 会),37号,2010年3月,

33-56頁 。

51)Durand,lnventairesommαire...,tユ,Amiens,1889.
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手によって次々と新 しい獲得証書が転記 され,1572年 の証書を もって一冊 を終えている。ち

なみに,書 記 ジャン以後の追加記載部分には,作 成開始段階では盛 り込 まれていなかった,

1191年 以前の証書類 まで記載の幅 を広げてい る52)。最古の ものは1115年 頃のもの,す なわち

初期 コミュー ン成立期の文書であ り,当 初 よ りも証書収集 を遡 って行っていったこ とは興味

深い。おそ らくは1318年 段 階ではその時点での証書集成,文 書帳作成の 目的があ り,以 後,

情勢の変化 とともに文書帳記録の意味合い も変わっていったか らと考えられる。

そ もそもなぜ1318年 に文書帳作成が開始 されたのか,こ の問いに対する明確 な回答 を見つ

けることはおそ らく困難だが,さ しあた り1318年 とい う年がア ミア ン市 当局の権利環境 を大

いに脅か した一年 であ ったこ とだけは強調 してお きたい。す でに別稿 で詳細 を論 じたが,

1318年 アミアン市民 はパ リの高等法院に対 して,北 フランスのバ ポームBapaumeで 徴収 さ

れた通過税peageに 関 して同市が免除特権 を持つ旨,書 状 をもって提訴 していた53)。それに

よると,ア ミアン市民は通常の通過税 を支払 わな くてもよい権利 を持つにもかかわ らず,徴

収役人たちか ら通過税徴収を求められ.た,と 訴えていた。確かに1202年 の通過税規 定テキス

トを虚心坦懐 に読めば,ア ミアン市は通関免除特例地の1つ と記載 されてお り,そ の主張 は

妥当なもの と理解 で きる。 これに対 してバポーム通過税徴収人側 は,本 件 については古来よ

り法廷 によって管理 される 「ルジス トル」registre(registrum),お そ らくは国王文書庫 に

保管 されていた 「国王文書登記簿」が参照 され,そ こか ら自ず と問題の解決は導かれると述

べ,な おかつ商人 らの示す証拠な どは却下 されるべ きと主張 した。彼 らはルジス トルのかの

文言 に絶対の 自信があ ったことになる。実際には,通 過税免除 をめぐって明 らか に当初規定

の精神 とは異なるまった く新 しい解釈(改 悪)が 国王権力サイ ドから主張され,!280年 代の

一時期その主張 に高等法院が軍配 を揚 げたことで ,1280-90年 代 を通 して この考 え方が高等

法院判決 として定着 していたのである。通過税徴収サイ ドはその ことを熟知 していて,当 該

事案は高等法院において決着済み,判 例 などの成文規定その もの によって解決 される単純明

快 な事件 と見な していたことになる。事実,高 等法院は 「ルジス トル」を参照 し,通 過税規

定のテキス トが そこに転写 されていることを見いだ し,事 柄 は 「決着済み」である と同年11

月に裁決 を下 したのであった54)。

この事件のシ ョックはアミアン市 にとって大 きかった と思われる。 まさに青天 の露震で

あったに相違ない。安心 していた特権の完全な消失 といって よい。19世 紀の碩学A.テ ィエ

リーや古文書学者デュランによっても明言 されていないが,ア ミアン市による関連文書の体

系的整理がこの試練 と無関係に始 まった とは思われない。王領 の優等都市 として 自治を謳歌

52)Jbid.,pp.35-58.

53)拙 稿 『中 世 北 フ ラ ン ス ・バ ポ ー ム 通 過 税 の 形 成 ・展 開 と 地 域 に お け る 社 会 的 合 意 』(平 成

14-16年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 研 究(基 盤 研 究(C)(2)一 般)研 究 成 果 報 告 書,熊 本 大 学,2005年3

月,43-54頁 。

54)こ の 判 決 文 はLesolim,t.2,Paris,1842,p.684.さ ら に こ の 事 件 に つ い て は 前 掲 注 引 用 の 拙 稿 と

Maugis,Z)ocumentsine'dits...,t.1,pp.26-27も あ わ せ て 参 照 。
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しているとはいえ,徐 々に王権の集権的政治の影響 は強まりつつあったのである。都市当局

が都市特権の一つひとつを確認 し,そ れらを体系 的に閲覧できる書冊に纏めることが重要だ

との認識をもったと して も不思議ではない。おそ らくは受給時の証書 をそのまま一件書類 と

して保管 していたのであろうが,整 理されない まま文書庫に保管 されてはいざとい う時 に何

の役にもたたないことが,こ の試練のなかで了解 された もの と推察 できる。この時転記 の始

まった証書の最古 のものが1191年 の国王 フィリップ2世 によるコミュー ン文書であったこと

も,文 書帳作成の政治的背景 を表 している。それは決 してすべての古文書 を並べ るような整

理が 目的の集成ではなかった ことを意味す る。権利 の保持の 目的か らは,現 今の体制の基本

となる1191年 証書を冒頭 にお くことで十分であると判断 したのであろう。後代にそれ以前の

証書類が記載 されてい くのは,お そ らく当初 の政治性が徐 々に薄れ,文 書帳 自体が少 しずつ

都市の歴史書 とい う観点か らも利用されるようになったか らと思われる。ただし,こ の追加

記載部分の性格 については,今 後今少 しの検討が求め られるところである。

14世 紀 も半 ば以降 になると,新 たな文書帳 も作成 されるようになる55)。この第1の 文書帳

(AA5)を 一字一句 ほ とんど変わ らず転写 し,一 部別 の証書 や国王勅許状 を追加 した もの

も作成 された。これは,14世 紀 の半ばの頃,上 記の通過税 に関 して国王から有利 な勅許状 を

得 た後 に,そ の書簡 を加工するなどの文書偽装 として実践 されたものと思われる56)。

さらに,そ の後 も目的に応 じてアミア ン市では実にた くさんの文書帳が作成 され,特 に15

世紀 にはいるとその数 は増 してい く。一部の特権 に関する証書類のみを集めたもの もあれば,

特権証書だけではな く,都 市の発布す る条例類 を集めた編纂物 も作成 されるようになった。

AA12と 整理番号の付 された文書帳は,都 市の秩序維持policeに 関する法規 ・特権 ・条例 の

総合的な集成であ り,1402年 か ら着手 され1550年 までその編纂 は継続 された57)。ちなみに,

ある時点で文書帳は丁数を増やす ことはな くなるが,そ れは何 よりも厚 さのためである。

14-15世 紀か ら増丁が繰 り返 されていたそれ らはいずれ も厚 さが5～6crnに もなってお り,

それ以上 の厚みは読み手 にとって煩わ しいだけであった。 こう して再び新たな文書帳が後継

の ものとして継続 されたので,ア ミア ンでは18世 紀 までに140を 越 えるまでの冊数 を数 える

までになる58)。その他 に も,都 市法規 をまとめた もので,市 政役人の交代 ごとに更新がな さ

れる 「法更新帳」Renouvellementdelaloiや 「同職組合規約集」Brefsetstatusdesartset

metiersな ども同 じくregistre-cartulaireの 名 を もつ形式の書冊 に纏 め られる。これ らはい

ずれも15世 紀以降の作成であるが,前 世紀 の もの も部分的だが転写 して収録 してい る59)。

55)14-15世 紀 に は 司 教 や 司 教 座 聖 堂 参 事 会 関 連 の 文 書 だ け を編 集 し た 文 書 帳 も作 成 さ れ て い る 。

Archivesmunicip.d'Amiens,SerieAA2,AA8,AA9.

56)Archivesmunicip.d'Amiens,SerieAA3,fo1.136ro-vo;cf.Durand,lnvenimresommaire...,t.1,

p.27.こ の 史 料 の 挿 入 に つ い て は,拙 稿 『中 世 北 フ ラ ン ス ・バ ポ ー ム 通 過 税 』54-56頁 。

57)都 市 治 安 に 関 す る 立 法 や 行 政 命 令 は 多 く,他 に も 次 の 書 冊 に も収 録 さ れ て い る 。Archives

municip.d'Amiens,SerieAA14,AA16,AA17.

58)Thierry,Recueildesmonuments...,t.1,pp.831-840.

59)Archivesmunicip.(1'Amiens,SerieAA6,AA7,AA13.
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アミアンではこうして,大 方の記録はregistre-cartulaire型,す なわち帳面形式で纏め ら

れてい くことになった とい えるが,15世 紀 よりその中で重要 な位置を占めて くる記録が,都

市参事会6chevinageの 「議事録」delib6rationsで ある。 これ は現在分類の便宜 により,先

の文書帳のSerieAAで はなくS6rieBBの 記号が付 されてい るが,外 形上は文書帳などと

変わるものではない。現存す る最古の ものは1406年 か ら記載が始まったものであ り,1789年

までで102冊 がアミアン市文書館 に伝来する。欠落はほ とんどない と言 われている60)。

次に,S6rieCCと 現在分類 される 「会計記録」は14世 紀末か ら伝来 し,同 じ帳面形式の

記録である。種類 は都市の一般会計記録か ら個々の 目的別収支記録 まで多彩である。 これら

はいずれ も会計年度かあるいは請負年数 に応 じた複数年度 で冊子はその都度閉 じられること

が普通で,現 存す るものだけで も451点 が数えられている。

最後 に,都 市 自治の分野で重要 な裁判 に関する記録がある。裁判 関係の史料 とは,権 限に

関する書状,法 廷関連の詳細 を決定 した取 り決め,判 決な どの裁判記録 それ 自体であり,い

ずれ も帳面形式,folio版 で381冊 の集成が伝来す る(現 在 は都市文書館 ではSerieFFの 記

号で整理 されている)。 いずれ も15世 紀以降の編集 であ るが,そ れ ら帳面記載 の もの とは別

に,一 件書類 も一部伝来 している。

ちなみに,FF1346の 記号が付 された冊子には,1322年 と1482年 の2通 の羊皮紙の権利調

停文書が単片 で挿入 されているし,FF1347に は,2通 の羊皮紙文書 と114枚 の繊維紙文書が

挟 まっている とい う。こうした単片 の羊皮紙や繊維紙がおそ らくは帳面 に記帳 される前の段

階の記録であ り,実 際の現場で作成 ・使用 された もの と考 えられる。たいていは記帳された

後に用済みになる と考え られるが,何 らかの理 由でその まま伝来 したもの と言 える。 こうし

た単片書類群が本来 よ り当該帳面 に挟 まっていたのか,そ れ とも文書整理の時点で関連帳面

に挿入 されたのかについては,特 に19世 紀 の都市文書館整理の様子が完全には再現で きない

ため判断で きないが,お そ らくは前者 と思われる。 とい うの も,通 常文書館整理が行われた

際 仮に別個 に単片史料が確認された場合,そ れ らは別の整理番号が付 されることが通常だ

か らである。実際 こうした単片史料の帳面類への挿入 による残存 ・伝来の事例 は多 く,サ

ン ・トメール市に伝来する14世 紀初 めの 「法更新帳」ではその種の単片が数枚見つかる61)が,

それら自体 としては何 の整理番号 も付 されないまま挿入されているのである。 これはその法

令 ・条例の単片が帳面に挟 まれることで一体 として伝 来 したため,帳 面とは別個の整理番号

を付すまでに及ばなかった という事情 による。 アミアンのそれ も同様で,こ うした挿入単片

60)以 下,S6rieBB,CC,FFな どの分 類 と内 容 の摘 要 書冊 の 外 層 につ い て は,SerieAAと 同様

に,前 掲 注4に 挙 げ た デ ュ ラ ン に よ る文 書館 目録(Durand,fnventairesom〃zaire...)の 各 巻 に

詳 しい 。 筆 者 も以 下 の ア ミア ン市 文 書 館 所 蔵 分 書 冊 群 に関 す る情 報 は,さ しあ た りほ とん どを

そ れ に負 って い る。 また,市 文 書 館 史 料 の 全 体 整 理 が 着 手 さ れ た 頃 に これ らの書 冊 群 につ い て

あ る程 度 の 見 解 を述 べ た の が テ ィエ リー で あ る。SerieBB以 下 に関 す る そ の見 解 は,Thierry,

ム～ecueildesmonuments_,t.1,PP.841-846.

61)Archivesd'agglomerationdeSaint-Omer,Renouvellementdelaloi,1.
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紙類 にはそれ 自体の独立 した記号 はない。

ところで,上 記の事例では15世 紀以降に綴 りが始 まった裁判記録 のなかに,1322年 の裁判

記録が挿入 されている。 この事実は二つのことを示唆す る。第一に,14世 紀末以前 も確か に

都市 当局は自身の裁判権 を行使 して,そ の都度関連記録 を認めていたが,ま とまった形の帳

面型 の記録化 は未だ実施 されていなかったであろうこと。第二に,こ うした単片の記録 は時

にそれ以降の裁判などで活用 され,そ のため このような時代の離れた記録が挿入されたまま

残った可能性があること,以 上である。ちなみに都市 における裁判記録が14世 紀以前 は体系

的には留め られなかった というのは,北 西 ヨーロッパ地域では比較的普通の現象である。そ

うした怠慢 はイタリア諸都 市では13世 紀からすでにあ り得ない ことであったようだが62),北

西欧の 自治都市では,フ ラン ドルのブル ッへな どの一部大都市 を除いて,14世 紀以前 は未だ

一般的ではなかった63)。かつてはア ドホックadhocな 問題 に関 しては,そ の都度の判例の発

給や通達などで対応す るのが一般的だったのである。

4.都 市による契約登記簿 の作成

裁判系記録群の帳面転記が開始 された15世 紀の初 めにおいて,そ の対象 となっていたのは

あ くまで訴訟案件 に関わる裁判権に属するものであ り,民 間の私法行為 を公証 し告示する と

い う,い わゆる非訟裁治権 に発する行為 は,な おそこには含 まれていなかった。むろん,そ

うした確認 と告示による公証業務が アミアン市で早 くから都市当局に よって行 われたことは

第1章 で見た とお りだが,13-14世 紀 において もそれ らは裁判権 由来の権 限とは別個 の もの

として取 り扱われ,文 書帳による体系 的な把握 ・管理 の対象 とはなっていなかったと見 られ

る。

しか し14世紀末頃の都市のある法令 を見 ると、別の方法によって非訟裁治権の記録が残 さ

れていた可能性 も伺 える。正確 には年代が付 されてお らず,テ ィエ リーによる と14世紀末か

ら15世 紀初め頃に発布された もの と考えられ る都市当局の法令 は、都市の文書帳registreの

一つに転写 されて伝来するが
,そ の文面は以下の通 りである。

「参審人会議 の出席者 によって ,一 部の ものが証人 を前 にして作成 されたシログラフに

対 してそのシログラフ(の 有効性)を 否認 し,ま たそれによって裁判が過度に引 き延ば

されるがために,次 のことが命 じられた。誰であろうとも,自 らが認めたものであるな

62)公 証 人制 度 一 つ を と っ て も事 情 は全 く異 な る。 イ タ リア にお け る公 証 制 度 の発 達 とそ の記 録

簿 の作 成 及 び活 用 状 況 につ い て は,清 水 廣 一 郎 「中世 イ タ リア都 市 に お け る公 証 人一 民 衆 の法

意 識 との 関連 で一 同 『イ タ リ ア 中世 の都 市 社 会 』 岩 波 書 店,1990年12月,45-66頁 。 中谷 惣
「中世 後 期 イ タ リア にお け る訴 訟 戦 略 と情 報 管 理 一 ル ッカの 事例 か ら一 」 『史 学雑 誌』117編11号

,

2008年11月,1-36頁 。

63)ブ ル ッ へ 市 文 書 館 の 初 期 史 料 所 蔵 に 関 し て は,Schouteet,A.,StadarchiefvanBrugge,

Regestenopdeookonden,1089一 ヱ300,Brugge,1973.
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らば,自 身に不利な内容で作成 されたシログラフといえども否認できないのであ り,こ

の ように否認 されたシログラフはシログラフであることが証明されるのであれば,罰 金

として40ス ーを支払 うべ きであると。同 じく次のことも付け加 えられた。何 らかの事実

に関す るシログラフを否認する ものは誰であれ,都 市 を介 してその控 えcontre-partie

を探 し見いだす者 に対 して も!0ス ーの罰金 を支払うべ きである とen)。」

まさしく都市で一般化 していたのは,か つて司教の もとで活用 されていたシログラフ方式

だったのである。都市の最初期(12世 紀)の 非訟裁治権文書 として発給 されたもので,今 日

伝来するものにその痕跡は確認で きないが,あ る時か らシログラフ方式に移行 していた と見

られる。 ちなみに,同 一文面 を2通 作成 した時は、普通 は両当事者が、そ して3通 作成 した

場合 は紙片のどれかを立会人、通常は非訟裁治権文書作成機関の側で保管するケース も他都

市では見 られる。3通 形式は珍 しく,北 フランスの ドゥエ市で13-15世 紀 に集中的に作 成 さ

れていたことが知 られる65)。この点 に関 しては,ア ミアンで も不測の事態が生 じた際は都市

当局がその書類確認の調査 に関わるということか ら,都 市保管分があった可能性 も否定 され

ない。ただ し,現 在では一つのシログラフも伝来 してはいないため確証は持てない。ただ単

に,都 市側が当事者の持っているシログラフを探 す という行為が示 されてい るだけである。

ドゥエ市では専用の保管袋があ り,そ のため現在 まで多 くのシログラフが市文書館 に伝来 し

ているの とは大 きなちがい と言えよう。

いずれに しても興味深いのは,こ の時期のア ミア ンでは立会人の もと,お そ らくは都市の

参審人な りを前 に,公 的にシログラフが作成 されてお り,非 訟裁治権文書 としての有効 性が

その形式に保証 されていた ことである。その起源 はおそ らくは古来 よ り定着 していた,司 教

のもとで開始されていた方法 の継承ではなかろ うか。 ドゥエ市あた りの方法 に影響 されたと

も考えられる。 もともと12世 紀後半か ら13世 紀当初の頃の都市 自治体は,都 市の印章のみに

よって書状 に効力 を与える方法でスター トしていた。それは12世 紀後半以降の多 くの都市で

見 られた方法であった。 しか し,都 市自治体 はやがてその方式をいずれかの時点で放棄 し,

古式ゆか しい方法 をと り入れざるをえなかったのではないか。おそ らくは,印 章の付与だけ

64)Thierry,Recueildesmonuments.。 。,t1,p.800,n。cccv;Arch.munic。d'Amiens,AA12,fo1.

36v。:Parlesestanseneschevinagefuordonn6,pourcequeplusieurspersonnesrlyoient

chirographescontreeulxproduisentesmoignage,etqueparcelescausesestoientoultre

mesureprorogiez,quequiconquesnyerachirographescontreluiproduitpuisquelenyantara

chirographerecognut,ilenquerraenxlsolsd'amende,touteffoizquechirographesainsinyez

seraprouvezestrechirographes.Item,fuadjoust6quequiconquenyerachirographed'aucun

faitilpaieraxsolzd'amendeacheulxquilecontre-partiequerrontettrouverontpardeversle

ville.

65)Howell,MC.,"DocumentingtheOrdinary:The.4ctesdelaPra勿ueofLateMedieval

Douai",inKosto,A.J.&A.Winroth(eds.),CharterS,Cαrteclaries,andArchives.The

Preservationand7■ransmi∬ion()fDocumentsinMedieval晩 ∫ちPreceedingsofaCo〃oquimof

theCommi∬ioninternationaledeDiplomatique(Princetonand八[ewY∂rk,ヱ6一 ヱ8SePtember

ヱ99gノ,Toronto,2002,pp.151-!73.
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では印章が破損 した場合には偽文書の嫌疑がかけ られ得た し,と にか く 「権利証明書」「契

約書」 として何か と符合で きるような仕組みが当事者か ら求められたのではなかろうか。都

市自治体はさしあた りはこうした市民の要求 に応 えていったのではなかろ うか。

もっともそれはそれで,印 章が欠 ける場合 はあ り得た し66),シ ログラフとて偽造の可能性

は日常的に十分 あ りえた。結局は,シ ログラフが多数使用 されればされるほ ど,シ ログラフ

への潜在的不信 もまた増幅 させていった と考 えられる。そ もそ も,シ ログラフ自体の内容 を

全否定す るような行為で裁判が遅延することは,本 末転倒 の事態であ り,ま さしく諸業務 に

大 きな影響 を与 えることであった。

こうして,都 市 自治体は非訟裁治権に基づ く私的契約の確認 と公示を,よ り体系的な方法

で管理す ることの必要性を以前 よ り強 く感 じ始める。1438年 か ら1440年 にかけての都市評議

会でこのことは議論 され,最 終的に次のように公証記録の作成 とその保存 に関 して方法を変

更す る旨の決定を出した。すなわち,シ ログラフを廃 して,帳 簿への登記(転 記)形 式へ移

行す るというのである。

「我 ら一同はさまざまな討議を経て ,全 員の総意 と同意をもって次の ことを決定 した。

今後は我々の面前で交わされ,賃 租貸付けや売買な どな ど,以 前 はシログラフと呼ぶ書状

が作成 され、 長 く古 来 より都市 において行って きたそ れ らは,一 冊の羊皮紙製 の帳簿

registreに 平明に登記 されるべ きこと。 またそれは都市の書記の印章が付 されるべ きこと。

さらに,一 年ごとに上記帳簿は市庁舎 において更新 されるべ きこと。 また,そ れらを閲覧

したい とする当事者 には,全 書状 に都市の権限を表示する印章が付 され,書 記の署名が な

され(て 抄本が交付 され)る べ きこと。なお以上の決定にもかかわ らず,以 前に作成 され

ていたシログラフはその価値 と効力 をもったままであるべ きこと67)。」

ここにアミアン市は新体制へ と舵を切った。以後は他の記録同様 に非訟裁治権管轄事項 も

帳簿 によって,ま た都市の印章 によって管理 されることなった。ちなみに,以 後 もシログラ

フの有効性を担保す る措置が末尾 に表明 されているの も用意周到な措置である。 これによっ

て無用な駆け込みを阻止 しようと したのではないかと考 えられる。

こうしてアミア ンでは確かに1440年 の10月 から登記簿への契約の書 き付 けが開始された。

66)Bedos-Rezak,"Lesceaum6di6valetsonenjeudansladiplamatiqueurbaineenFrance",

Prevenier&DeHemptinne,op.cit.,pp.23-44.
67)Thierry,Recueildesmonuments_,t.1,p.842:Messieurs,agrantetmeuredelib6rationet

tousd'unevolenteetconsentement,ontordonnequedoresenavantbailacens,vendicions,etc.,
dontparcy-devantestoientfaiteslettresqueonnommoitchirographes,etdontparlonget

anchientempsonavoituseenladiteville,serontenregistr6esenunregistreenparchemin,
toutaunet,quiserasigneduclercdelaville;et(1'anenan,1editregistreserarenouveleen
chacunernairieetserontlesditesletresseelleesduseelauxcausesdeladiteville,etsignees

duditclerc,pourlespartiesquiavoirlesvorront;maisn6anmoins,toutesleschyrographes

quiparcy-devantontest6faictesdemourrontavecleurvaleur,vertu.
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その最初の登記簿 は現在,ア ミアン市文書館 のS6rieFF1の 番号 を付 されている。通常の訴

訟裁治権 関連 の裁判記録 な どと同一 の大分類 を施 され所蔵 されているが,こ れ らはserie

FFの 中で も1番 か ら125番 までの若い番号 を与 えられてお り,19世 紀 の分類 とはいえお も

しろい。少な くともこの記録が19世 紀人の 目か らする と非常 に重要 なものである と理解 され

たか らとしか考え られない。

その最初の もの(SerieFF1)は 上述 した ように,ll40年10月 か らほぼ1年 間を対象 とす

る。全部で230葉 の羊皮紙 の裏表にぎっ しりと,141件 の契約がおおむね 日付順に記録 されて

いる。件数は思ったほど多 くはないが,そ れで もほぼ2日 か3日 以上の空白はな く次々と記

載はなされてお り,単 純計算で2日 半 に1件 の率で契約が登録 されていた ことになる68)。内

容面 は今後仔細 に検討 してい くべ き課題であるが,さ まざまな民事 に関す る公証の記録 と

なっている。さ しあた りデュラン編集による目録の記述 を順不 同に列挙す ると,売 却,委 任

procuration,贈 与,協 約(同 意),放 棄d6guerpissement,法 定占有saisine,領 収,権 利保

持,結 婚契約,債 権 ・債務 遺産確認 遺言執行の同意,さ らに賃租censの 売買,買 戻 し,

交換,賃 貸借,移 譲な どに関するものである69)。

しか し,そ こには民 間の私法行為の確認 とは言 えない記載 も含 まれている。 もっともそれ

らはすべて,都 市当局が関与する交渉事項であ り,そ の一部が契約であるためにここに記載

されたと見 ることもできる。例 えば,一 部の大青商人団に対する都市で使 う大青売買権 の都

市当局による委任procurationの 事例(11月3日),都 市で建 設 される家屋の建物 や窓の大

きさを指定する市長 とエ シュヴァンの条例(12月6日),そ れ と関連 して,都 市 と契約 し誓

約 した大工 らによる報告(12月11日),ア ミア ン市の城壁の修繕 目的の雇用 に対す る,都 市

当局者が行 ったジャン ・ド ・ヴァイイJeandeWaillyに 対する40リ ーヴルの支払 契約(7

月27日),そ してそれ とほぼ同種の契約が他 に一件(10月25日)な どがそれであ る。 これら

の場合 はいずれ も都市 と民間人の間の契約 であ り,都 市当局者 もまた私法に関与す る限 りで

はこの登記帳へ の記載 を必要 と判断 したのではないか と思われ る。

以後,都 市評議会の決定に従えば、毎年更新 されて毎年一冊が作成 されてい ったはずだが,

これ も残念なことに次 の1冊FF2は,1447年 か らのものであ る。全体 は236葉 と最初の一冊

分 とそ う大 きく変 わ りないが,問 題はそこに1447年 か ら1450年 までの複数年間の記載が書 き

留め られていることである70)。次のFF3の 帳簿 は186葉 とやや少 なめになるが,こ こで も1450

年か ら1452年 までの2年 間を収録 してい る7')。これが提起するのは,都 市による帳簿記載の

方法は当初 は思ったほ ど市内に定着 しなかったのではないか とい う疑問である。実は,都 市

評議会 は1442年12月 に先 ほどとほ とん ど同文の決定を行 って告示 している。わずか に文面が

68)Archivesmunicip.Amiens,SerieFFI,fol.1-230.

69)Durand,fnventairesommaire...,t.6,pp。1-7.

70)Ibid.,pp.8-13.

71)Ibid.,pp.13-19.
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異なるのは,「賃租貸付 けや売買などな ど」 と簡略化されていた箇所 が,「 あ らゆる権利移転

すなわち賃租貸付 け,賃 租,定 期金,家 屋,庭 畑,土 地等の売買,遺 言など,彼 らを介 して

取 り交わされるすべての書状」 と表現 し直 され,あ たか も住民 にアピールするかのご とくで

ある。最後の締 めの箇所 で も新 しい決定文 も 「価値 ・意図 ・効力 のうちに留 まるべ き」 と

「意図volont6」 の語 を挿入することで,あ たか も住民 の意思 を尊重 しているように思われ

る72)。その効果あってか,次 第に住民の問にアミアンの契約登記方式は広まっていたのでは

ないだろうか。 この記録 はアミアン文書館 には1598年 まで合計125冊 あ まり,1621年 まで延

ばす と144冊 が伝来することになったのである。

お わ り に

以上,ア ミァン市 を事例 として,そ の自治獲得の時点か ら非訟裁治権業務による公証登記

簿の作成の時点までを,都 市の文書行政の進展 という視点 も持 ちなが らスケッチ して きた。

本稿 を締め括るにあた り,都 市内に他の権力者が競合す る環境 にあ りなが ら,自 治体 の活動

が どれだけ実行力を持てたのかについて,非 訟裁治権の問題 を中心 に考 えてみたい。

自治を認める文書で広範な自治権 限が保証 されようとも,直 ちに都市住民のすべ てが 自治

体に対 して信頼 を置 き,全 面的な服従 と忠誠 を誓 うか となる と,こ とはそ う簡単 ではなかっ

た と思われる。法制的には自治体のメンバー とはなって も,住 民全員が明確 な政治意識の も

とに日常生活 を送るはず もない。彼 らに大 きな政治的関心事がある とすれば,そ れは自分の

関係する権利 と平穏 な生活 を保証 して くれる政府であるか ということだろう。

都市共同体に属す るはずの住民で も,仮 に貧困生活に陥 り,毎 日の食糧の確保 も十分 まま

ならないとなる と,極 端な場合になると市民権 を自ら投 げ捨 てて,都 市内もしくは周辺の有

力者の庇護下に入 るという事態が13世 紀後半以降い くつかの都市では確認 され る。北 フラン

スの大司教座都市ランスReimsで は,貧 窮住民の多 くが 自治体住民であることを放棄 して,

選択的にランス大司教座のバ トロネージ下に入 るケースが少なか らずあった とデポル トは指

摘するのである73)。

それ と比べ ると,非 訟裁治権の執行者 を誰 にするかという選択 は,そ れほど大 げさな行為

とはいえない。 しか しこれもまた確実 に,信 用のおける権力は どれか,自 分を託す ことので

きる政府機関や有力者 はどれか を選ぶ行為であ り,む しろこち らの方が 日常的に繰 り返され

る選択行為であった。

72)以 下 に 引 用 し た テ キ ス トで 下 線 部 を 記 し た 箇 所 が1338-1340年 の 決 定 文 の 表 現 と変 更 さ れ た 表

現 で あ る 。 他 に も綴 り法 で 若 干 の 相 違 は あ る が こ れ ら に つ い て は 割 愛 す る 。Thierry,Recueil

desmonuments..,,t.2,P,149,n。1viii:_,ontordonnequedoresenavanttouteslettresqui

serontasseesardevanteulzdetoustransorsbailacensvendicionsetachatdecens

rentesmaisonsardinsterresetheritaes,dontparcy-devant.,.,_,toutesIeschirographes

quiparcy-devantontestefaictesdemourrontenleurvaleurvolent6etvertu,

73)Desportes,P.,Rei〃z∫etles1～4〃zo露auxXIUeetXIVes彦6Z6,Paris,pp.218-248.
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都市内に自治体以外 にも勢力のある権力機潤 が並存 しているのが普通であった時代である。

特に,古 来 より文書行政に優れた能力 を発揮 していた教会や修道院の勢力が大 きいとなると,

その存在 は単 に都市内に別個の領主支配権が 「治外法権」のごとく存在するとい うだけの問

題ではなかった。時と場合 によっては,古 来 より文書作成 とその管理 に長けた修道院や教会

聖職者 に多少のお金 を払 ってもよ り安心ので きる公証文書 を依頼す ることはあ り得 たし,実

際 にそうした事例 は14-!5世 紀 になって も各地で多数確 認され る。14世 紀の北 ネーデルラン

ドの ミッデルブルフMiddelburgで は,当 地の修道院がこ うした役割 を維持 し続 けたとされ,

そのため都市執政機関による公証文書の作成件数は,周 辺の他都市 と比べ ると比較的少な

かった とデイクホフは述べている74)。

アミアンでは,民 事行政に関する都市の強力なライヴァルは司教 と王権であった。当初は

司教 による非訟裁治権の行使 はおそ らく圧倒 的な ものであったろう。12世 紀前半 までは市民

は依然 として司教 の非訟裁治権 に与 っていた。それか ら徐 々に独立 してい く傾向は12世 紀の

後半か ら着手 されたとい うことである。むろんその後 も,司 教 との関係は基本的には良好な

関係が保たれてい くのであ り,真 の意味での競争相手 とはいえないか もしれ ない。 しか しそ

の ような従順 ・恭順 こそが,自 治の障害 となることもあ り得る。いずれ にして も,司 教によ

る文書発給は相応になされたはずである。近隣のボーヴェBeauvais司 教座75)やパ リ司教座な

どの事例76)か ら推論する限 りそれは疑 いない。教会組織 においても,13世 紀以降 はこの分野

に関して教会 固有 の司教 区判事 によるofficialiteと 呼 ばれ る裁判管轄権 限が整 えられてい

く77)。ア ミアン教会 とて例外 とは考え られない。見方 を変えると,こ の分野で は司教は依然

として重要 な存在であ り続けてお り,場 合によってはそのために,都 市 もまた司教座教会方

式 の 「シログラフ+印 章」の方法へ と切 り替えていった可能性 さえ考 えられ る。

都市 と在地の領主権力 との関係については,都 市 自治体の権威が早 くか ら勝利 をおさめた

ようである。 アミアン城代が 自らの文書で契約 をとり扱い なが らも,そ の承認 を市長 と市参

事会の手 に委ねたケースがすでに12世 紀末に生 じていた。封建的勢力であ りなが ら,都 市世

界にあっては都市 コミューン文書の規定 を遵守する姿勢 を明確 にしていた ことになる。 これ

に対 して,王 権 との関係はそれほ ど白黒がはっ きりしない。確かに王権の進 出以後,王 権に

よるコミュー ン政府への介入 は確実 にあった。 しか し,13世 紀以後 も都市 自治体 は自身のみ

74)DijkhoLE,"ThegrowingliteracyintheTownsoftheCountyofHollandandZeeland",

Prevenier&DeHemptinne,op.cit.,pp,133-142。 ま た,逆 に 教 区 教 会 の 非 訟 裁 治 権 が 次 第 に 衰 微

し て い っ た ケ ー ス も ノ ル マ ン デ ィ ー で は 検 証 さ れ て い る 。Arnoux,M.,"Essoretd6clind'un

typediplomatyque:lesactespassescoramparrochiaenNormandie(XIIe-XIIIesiecles)",

Bibliothe'(7uedel'Ecoledeschartes,t.154,1996,pp.323-357.

75)Gyuotjeannin,0.,"JuridictiongracieuseeccclesiastiqueetnaissancederofficialiteaBeauvais

(1175-1220)",Aproposdesactesゴ'6"勿 麗8HommαgesdLucieFossier,Nancy,1991,pp.295-

310.

76)パ リ司 教 座 に 関 して は 冒頭 に 引 用 し た 岡 崎 論 文 を 参 照 。

77)Fournier,P."Etudediplomatiquesurlesactespass6sdevantlesofficialit6sauXIIIesiecle",

Biblioth∂quedel'EcoledesChartes,t.40,1879,PP.260-331.
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中世後期アミアンにおける契約登記簿の誕生

で裁治権文書を作成 した。他方王権 は13世 紀末頃か らバイイ,あ るいはプレヴォを介 して地

方都市での非訟裁治権の行使 に本格的に乗 り出そうとしていた。それは一定の成果 をあげ,

国王 とバイイの権威の もと,各 プ レヴォテで司法の確認 と告示がなされた。 しか し,問 題は

その実態であったように思われる。実質はすべ て都市 自治体政府の現場の者かそれに近い者

によって運営されていた。これはすでに一つの都市的な非訟裁治権業務 となっていた可能性

さえある。管制で も実質は市政の一部であった,と い うことである。

要す るところ,ア ミアン都市 自治体 のその業務 は成功 しつつあった。14世 紀 にシログラフ

文書による公証がなされていたの も,当 事者が相互に書状 を持ちたいという要請に対応 した

体制だったのではあるまいか。あるいは民間で勝手に作成 されていたシログラフを,都 市 自

治体が公証制度に組み込んだ結果 とも言える。いずれにして も,ア ミアン市が14世 紀 の初頭

か ら徐々にすべての記録 の体系 的整理 を始めていただけに,シ ログラフの方法 はそれ とは対

照的に非常 に 「現場感覚」的である。多少の問題 はあ りなが らも 「古来 より」それが実施 さ

れていたことは,先 の文書のテキス トも語 ってい る。それで も都市 は記録の管理が進展する

中,こ の部門に新体制 を導入することになった,と いうことである。優秀 な管理者の発想 と

も言える し,住 民サービスの改善 とも言える。それでは果た してこれが市民 との関係 で有効

だったのか,ど の程度の意味 を持 ったのか,こ の問題はS6rieBBあ るいはS6rieFFの 読み

込みな くしては回答不能である。今後の課題 とすることで本稿を結 びたい。

〔付記〕

本稿脱稿後の2011年1月 下旬,お 茶の水女子大学の佐 々井真知氏 より,イ ングランド,特

にロン ドン市における文書管理 のあ り方に関 して詳細な情報 を得 る機会があった。佐 々井氏

が示 して くれたデータはアミアンの事例 を相対化 する意味でも重要だが,イ ギ リス中世都市

の文書管理事情を全体的に明 らかにす るものであった。氏 も今後加筆修正 して本格的な論文

を準備 されるとのことであ り,ロ ン ドン市な どとの詳細 な比較検討 はその論文が刊行 されて

か らの課題 として残 してお きたい。あらためて佐 々井氏 には感謝の意 を表 したい。

なお本稿 は,平 成22年 度科学研究費補助金(基 盤研究B)「 西欧中世文書の史料論的研 究」

(研究代表者 ・岡崎敦)に もとつ く研究成果の一部 である。
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